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○丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

施行規則 

平成28年３月16日 

規則第19号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限

に関する条例（丹波市条例第48号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（特例許可の申請等） 

第２条 条例第８条第１項の規定による許可を受けようとする者は、建築物許

可申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書面を添えて、市長に提出す

るものとする。 

(１) 付近見取図 

(２) 配置図 

(３) 各階平面図 

(４) 床面積求積図 

(５) 立面図 

(６) 断面図 

(７) 許可を必要とする理由書 

(８) 工場（危険物）調書 

(９) その他市長が必要と認めるもの 

２ 条例第９条において準用する条例第８条第１項の規定による許可を受けよ

うとする者は、工作物許可申請書の正本及び副本にそれぞれ前項第１号、第

２号及び第７号から第９号まで並びに次の各号に掲げる書面を添えて、市長

に提出するものとする。 

(１) 平面図 

(２) 側面図 

(３) 縦断面図 

(４) 横断面図 

（特例許可の通知等） 

第３条 市長は、前条各項に規定する許可申請書の提出があった場合は、その

内容を審査し、許可するときは建築物（工作物）許可通知書に、許可しない

ときは建築物（工作物）不許可通知書に、許可申請書の副本及びその添付書

面を添えて、当該申請書を提出した者に通知するものとする。 

（その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 


